
一般社団法人兵庫県薬剤師会 学術倫理審査運営委員会規程 

 

一般社団法人兵庫県薬剤師会学術倫理審査業務手順書第17条の規定に基づき、学

術倫理審査運営委員会規程を以下のとおりに定める。 

 

第1条 一般社団法人兵庫県薬剤師会の学術倫理審査会（以下「審査会」とい

う）に、学術倫理審査運営委員会（以下「運営委員会」という）を置く。 

 

第2条 運営委員会の委員長は、審査会の審査員長がこれを兼任する。 

2 運営委員会の委員は、審査会の審査員がこれを兼任するものとし、あわ

せて委員長は、議事に関与すべき臨時委員及び専門委員を随時選任するこ

とが出来る。 

 

第3条 運営委員会は、委員長がこれを招集する。 

2 委員長は、運営委員会を招集するにあたり、あらかじめ会議の日時、場

所及び議題を委員並びに議事に関与すべき臨時委員及び専門委員に通知す

るものとする。 

3 運営委員会は、委員総数の3分の1以上の出席をもって成立し、その過

半数をもって議事を決する。 

4 各委員は、それぞれ他の委員2名に限り代理することができる。 

5 委員長は、議長として運営委員会の議事を整理・統括する。 

 

第4条 委員並びに議事に関与すべき臨時委員及び専門委員のうち、審議の対象

となる事項について利害関係を有する者は、当該議案に限り議決権を有し

ないものとする。 

 



第5条 運営委員会における議事は、次の事項を含めて議事録に記載するものと

する。 

イ 会議の日時及び場所 

ロ 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名 

ハ 議事となった事項 

2 議事録は原則として非公開とする。 

 

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項については、委

員長がこれを定める。 

 

 

附則 

この規程は、平成30年3月24日から施行する。 

 

令和5年6月30日学術倫理審査業務手順書の一部改訂に伴い、令和5年6月30日

一部改訂し、同日から施行する。 

 

 

以 上 


